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平成３０年第２回喬木村議会臨時会会議録 

（ 第 １ 号 ） 

 

 

平成３０年１２月２６日（水曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

日  程 

１．開 会 

２．日 程 

第１ 会議成立宣言 

第２ 会議録署名議員の指名 （３番 福澤眞理子議員 ・ ４番 櫻井登議員） 

第３ 会期の決定 

第４ 村長あいさつ 

第５ 議案審議 

議案第６６号 喬木村立喬木第一小学校空調設備設置工事請負契約の締結につ

いって 

３．閉 会 

 

応集議員  １２名 

 

出席議員  １２名 

（別表のとおり） 

欠席議員  ０名 

（別表のとおり） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開議 

１．開 会 

○議長（下岡幸文） おはようございます。本日はご苦労さまです。 

定刻となりましたので、ただいまから平成３０年第２回臨時会を開催いたします。 

 

２．日 程 

＝＝＝ 日程第１ 会議成立宣言 ＝＝＝ 

○議長（下岡幸文） 日程第１、会議成立宣言。 

本日の出席議員は１２名であります。 

定足数に達していますので、会議が成立していることを宣言いたします。 

地方自治法第１２１条の規定により、理事者、各課長、局長の出席要請をしており

ます。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（下岡幸文） 日程第２、会議録署名議員の指名。 

    会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２２条の規定により、３番、福澤眞理子さん、４番、櫻井登君を指名

いたします。 

 

＝＝＝ 日程第３ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（下岡幸文） 日程第３、会期の決定。 

会期につきましては、議会運営委員会を開催しておりますので、委員長より報告を

願うことといたします。 

後藤議会運営委員長。 

○議会運営委員長（後藤章人） おはようございます。 

１２月１７日開催いたしました議会運営委員会の協議の結果をご報告申し上げます。 

    今臨時会の会期は、本日１日限りとし、その日程につきましては、お手元に配布し

てあります日程表によることといたしました。 

    本日、上程されます議案は、契約議案１件でございます。 

    その審査につきましては、全員協議会におきまして詳細説明と質疑を終えています 
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   ので、本会議、即決することといたしました。 

    報告は以上でございます。 

○議長（下岡幸文） 報告が終わりました。 

お諮りいたします。 

会期につきましては、ただいまの委員長報告のとおり決するに、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（下岡幸文） 異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

＝＝＝ 日程第４ 村長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（下岡幸文） 日程第４、村長あいさつ。 

市瀬村長。 

○村長（市瀬直史） おはようございます。 

    本日、年末の大変お忙しい中、臨時会の招集ということで、大変ご足労いただきま

して恐縮しております。 

    今回は、１２月の定例会の方でも申し上げましたけれども、小中学校のエアコン設

置につきましては、大変需給がひっ迫している状況下で、できるだけ来年の夏に間に

合わせるために早く態勢を整えたいということで、契約までもっていたという流れの

中での開催ということになります。 

    第一小、第二小、それから中学校、それぞれ入札を行いまして、議決の必要な５，

０００万円を超える案件、第一小学校分について、本日、契約議決をお願いするもの

でございます。 

    定例会の後もいろんな動きがございまして、ちょっと案じておりますのは、皆さん

も報道で驚かれたと思いますが、株価がもう２万円をきってきたということで、これ

から日本経済はどうなるのかなという心配。 

    あるいは我々行政の立場としましては、消費税の増税に伴う減税措置が、あっちに

いったりこっちにいったりしていて、我々はどんな事務処理をしていけばいいのかな

というのが、いま非常に案じておりまして、特に保育の無償化、来年１０月から実施

をされますが、来年分は全額担保するというふうにきまったということなんですが、

どこまでが対象になるのかというようなことも、まだこれからなのかなあというふう
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に思っておりまして、これからの当初予算の編成、大変難しいものになるのかなあと

いうふうに思っております。 

    併せて、プレミアム商品券も、プレミアムを付けて発行しなければいけないこと、

これ大変な手間で、金券でございますので大変な手間になりますが、その対応準備も

していかなきゃいけないということで、来年は早々から忙しくなるのかなあというふ

うに思っているところでございます。 

    エアコンの件につきましては、これも皆さんご承知のとおり、オリンピックが終わ

るまでは職人さんも物もないということで、大変な状況になっております。 

    今日も全員協議会の方でお話をさせていただきましたが、エアコンにもタイプ、カ

セット型とか天吊型、据え置き型いろいろございますけれども、屋根の形状といいま

すか、天井の形状によりまして、取り付ける機具が違ってまいります。 

    その中で、天吊型については、ほぼ、ほぼほぼ１００％海外受注生産ということに

なりまして、日本の需要に合わせてラインを増やすことができないということで、限

られた台数しか確保できないだろうという見通しだというふうに、業界の方からはお

聞きをしております。 

    併せまして、この飯田下伊那を見渡してみましてもその設備工事に携わる技術者の

方、ほんとに限られた数社しかできないということになりまして、これが全県、群下

もそうなんですが、一斉に工事が始まるということで、何とか喬木村については、中

学校３階が劣悪な条件下にあるということを、中学の校長先生からもお聞きしており

ますので、間に合わせたいということで、今回の議案をお願いをするということにな

ったわけでございます。 

    ということで、一応工期は、３月３１日までには竣工させるということでやってま

いりますが、これから物の手配、技術者の手配等を進めていく中で、やむを得ない場

合には、また３月の議会で繰り越しの手続きをお願いすることもあるかもしれません 

   が、その節はまたぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

    いずれにしましても、これから工程を煮詰めまして、５月の連休明けまでは何とか

済ませていきたいなあということで、取り組みをさせていただきたいというふうに思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（下岡幸文） 村長あいさつを終わります。 
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＝＝＝ 日程第５ 議案審議 ＝＝＝ 

○議長（下岡幸文） 日程第５、議案審議。 

    はじめに、お諮りいたします。 

    議案第６６号の案件は、議会運営委員長報告のとおり、会議規則第３８条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり） 

○議長（下岡幸文） 異議なしと認めます。 

    よって、議案第６６号の案件は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 

◇ 議案第６６号 喬木村立喬木第一小学校空調設備設置工事請負契約の締結について 

○議長（下岡幸文） それでは、議案第６６号、喬木村立喬木第一小学校空調設備設置工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

    全員協議会で質疑を終えておりますが、再度説明をお願いいたします。 

    朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

    林田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（林田 諭） （議案を朗読・説明） 

○議長（下岡幸文） 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第６６号について、質疑ございませんか。 

    （「なし」との声あり） 

○議長（下岡幸文） 質疑がないようでありますので、質疑を終結、討論に入ります。 

    討論ございませんか。 

    後藤議員。 

○５番（後藤澄壽） 議席番号５番の後藤澄壽でございます。 

    議決に賛成する立場で討論したいかと思います。 

    先ほど村長あいさつにもございましたけれども、これは全国的な動きでございまし

て、スピードと申しますかね、スピード感が非常に大事な案件であるかと思いますが、

いち早くこのように契約にこぎ着けていただいたと、それで３月に工事終了できる目

途を立てていただいたということで、そういったスピード感をもって進めていただい

たということを含めまして、賛成をしたいと思います。 

    以上です。 
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○議長（下岡幸文）ほかに討論ございませんか。 

    （「なし」との声あり） 

○議長（下岡幸文） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

    お諮りいたします。 

    議案第６６号について、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり） 

○議長（下岡幸文） 異議なしと認めます。 

    よって、議案第６６号は、原案のとおり可と決しました。 

    以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 

３．閉 会 

○議長（下岡幸文） 本日の会議はこれにて閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

閉 会  午前９時４１分 


